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○
消
防
庁
告
示
第

号

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
第
三
条
第
十
七
号
及
び
第
十
六
条
第
四
号
ハ
の
規
定
に

基
づ
き
、
蓄
電
池
設
備
の
出
火
防
止
措
置
及
び
延
焼
防
止
措
置
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

蓄
電
池
設
備
の
出
火
防
止
措
置
及
び
延
焼
防
止
措
置
に
関
す
る
基
準

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構
造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器
具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例

の
制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三

条
第
十
七
号
及
び
第
十
六
条
第
四
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
蓄
電
池
設
備
の
出
火
防
止
措
置
及
び
延
焼
防
止
措
置
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

出
火
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
蓄
電
池
設
備

省
令
第
三
条
第
十
七
号
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以
上
の
出
火
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

Ｊ
Ｉ
Ｓ
（

産
業
標

準
化
法
（
昭

和
二
十

四
年
法
律
第

百
八
十
五

号
）
第

二
十
条
第
一

項
の
日
本
産
業
規
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格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｃ
八
七
一
五－

二

二

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
六
三
一
一
五－

二

第
三

延
焼
防
止
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
蓄
電
池
設
備

省

令
第
十
六

条
第
四

号
ハ
の
消
防

庁
長
官

が
定
め
る
も

の
は
、
第

二
に
定

め
る
も
の
で

、
か
つ

、
次
の
各

号
の

い
ず
れ

か
に
適
合

す
る
も
の

又
は
こ
れ

ら
と
同
等
以

上
の
延

焼
防
止
措

置
が
講
じ

ら
れ
た
も
の
で
あ

る

こ
と
。

一

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
四
四
一
一－

一

二

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
四
四
一
二

三

Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
四
四
四
一

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




